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１【提出理由】

　当社は、2015年9月8日開催の取締役会において、欧州を中心とする海外市場（但し、米国を除く。）において募集す

る2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下2において「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債

のみを「本社債」といい、新株予約権のみを「本新株予約権」という。）の発行を決議し、2015年9月8日付で金融商品

取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき臨時

報告書を提出しておりますが、上記取締役会において未定であった事項が決定されましたので、金融商品取引法第24条

の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】

　訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。

 

ロ　本新株予約権付社債券に関する事項

（ⅰ）発行価額（払込金額）

　　（訂正前）

未定

（本社債の払込金額は、当社の代表取締役又は代理人が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及

びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、本社債の払込金額は、本社債の額面金額の100％を下回って

はならない。なお、本社債の募集価格（発行価格）と払込金額の差額は、本社債の額面金額の2.5％以内とす

る。）

 

　　（訂正後）

本社債の額面金額の109.5％

 

（ⅱ）発行価格（募集価格）

　　（訂正前）

未定

（本社債の募集価格（発行価格）は、当社の代表取締役又は代理人が、当社取締役会の授権に基づき、投資家

の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、本社債の募集価格（発行価格）は、本社債の額

面金額の102.5％を下回ってはならない。なお、本社債の募集価格（発行価格）と払込金額の差額は、本社債

の額面金額の2.5％以内とする。）

 

　　（訂正後）

本社債の額面金額の111.5％

 

（ⅲ）発行価額の総額

　　（訂正前）

未定

 

　　（訂正後）

547億5,000万円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額の合計額を合計した額
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（ⅸ）本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

　　（訂正前）

（前略）

(2）当初転換価額は、本新株予約権付社債に関して当社と下記ハ記載の引受会社との間で締結される引受契約書の

締結日における当社普通株式の終値（以下に定義する。）に1.1を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生

じる場合はその端数を切り上げた額とする。

　一定の日における当社普通株式の「終値」とは、株式会社東京証券取引所におけるその日の当社普通株式の普

通取引の終値（当日に終値がない場合は、その日に先立つ直近の終値）をいう。

（後略）

 

　　（訂正後）

（前略）

(2）当初転換価額は、2,409円とする。

（後略）

 

ヘ　提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

（ⅰ）本新株予約権付社債の新規発行による手取金の総額

　　（訂正前）

(1）払込総額

未定

(2）発行諸費用の概算額

1億円

(3）差引手取概算額

未定

（ⅱ）本新株予約権付社債の新規発行による手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

　当社連結子会社Unicharm Gulf Hygienic Industries Ltd.（サウジアラビア王国所在、以下、「UGHI」とい

う。）の少数株主が保有していたUGHI株式（発行済株式数の44％相当）を平成27年6月に約507億円で追加取得し

た際、一部を金融機関から調達した短期借入金300億円により賄ったため、その返済に300億円を充当する（弁済

日：平成27年9月29日）。また、当社連結子会社Unicharm India Private Ltd.（インド共和国所在、以下、「UC

India」という。）が平成29年12月期末までにインド国内で予定しているベビーケア及びフェミニンケア製品製

造工場の新設・増床及び設備増強向け投資資金に残額200億円強を充当する。なお、当該新設・増床及び設備増

強への資金充当については、当社からUC Indiaへの投融資を通じて行う。

 

　　（訂正後）

(1）払込総額

547億5,000万円

(2）発行諸費用の概算額

1億円

(3）差引手取概算額

546億5,000万円

（ⅱ）本新株予約権付社債の新規発行による手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

　当社連結子会社Unicharm Gulf Hygienic Industries Ltd.（サウジアラビア王国所在、以下、「UGHI」とい

う。）の少数株主が保有していたUGHI株式（発行済株式数の44％相当）を平成27年6月に約507億円で追加取得し

た際、一部を金融機関から調達した短期借入金300億円により賄ったため、その返済に300億円を充当する（弁済

日：平成27年9月29日）。また、当社連結子会社Unicharm India Private Ltd.（インド共和国所在、以下、「UC

India」という。）が平成29年12月期末までにインド国内で予定しているベビーケア及びフェミニンケア製品製

造工場の新設・増床及び設備増強向け投資資金に残額246億5,000万円を充当する。なお、当該新設・増床及び設

備増強への資金充当については、当社からUC Indiaへの投融資を通じて行う。

 

以上
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